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＊釣り銭のいらないようにお願いします
＊死亡や譲渡・転居・転出・転入の場合も届けてください。

※お問い合わせは、生活環境課
　　　　　　　　　（�８８０ー６５５７）まで

新規登録料　　　　3,000円
狂犬病予防注射料　2,850円

料  

金

★次のような犬は、狂犬病予防注射を受けられない
　ことがあります。
�老齢、体調不良（下痢、食欲不振、フィラリアな
　どの病気等）や病気で治療中
�妊娠中、授乳中
�注射に対してアレルギー体質
�他のワクチンを接種したばかり
�飼い主が気にかかる症状があれば、獣医師に相談
　のうえ、注射の時期をずらすか、動物病院での実
　施をご検討ください。

 地  区    日  　 　 実施場所　　　　 実施時間
　　　　　　 堀ノ内公民館　　　   9：00～  9：10
　　　　　　 岩村公民館　　　　   9：20～  9：35
　　　　　　 包末公民館　　　　   9：45～10：05
　　　　　　 西山公民館　　　　 10：20～10：35
　　　　　　 南三畠公民館　　　 10：50～11：10
　　　　　　 ＳＵＮＳＵＮながおか　 11：20～11：35
　　　　　　 中央福祉館　　　 　13：30～13：45
　　　　　　 黒滝公民館　　　　   9：20～  9：25
　　　　　　 奈路公民館　　　　   9：50～10：05
　　　　　　 市農協瓶岩支所　　 10：20～10：35
　　　　　　 外山公民館　　　　 10：45～10：55
　　　　　　 成合・天行寺公民館　 11：10～11：20
　　　　　　 才谷公民館前　　　 13：30～13：40
　　　　　　 植野公民館　　　　 13：55～14：15
　　　　　　 領石公民館　　　　 14：30～14：40
　　　　　　 旧白木谷バス停前　   9：15～  9：25
　　　　　　 市農協上倉支所　　   9：40～  9：50
　　　　　　 上八京窪田宅前　　 10：05～10：10
　　　　　　 岡豊町笠ノ川公民館　 10：25～10：40
　　　　　　 植田公民館　　　　 10：55～11：10
　　　　　　 久礼田体育館　　　 11：20～11：35
　　　　　　 岡豊町蒲原公民館　 13：20～13：35
　　　　　　 岡豊町滝本公民館　 13：50～14：05
　　　　　　 岡豊町定林寺公民館　 14：20～14：35
　　　　　　 岡豊町小篭熊野神社　   9：10～  9：25
　　　　　　 岡豊町中島沖公民館　   9：35～  9：50
　　　　　　 岡豊ふれあい館　　 10：00～10：20
　　　　　　 左右山公民館　　　 10：35～10：45
　　　　　　 市農協国府支所　　 11：00～11：15
　　　　　　 西島公民館　　　　 13：20～13：35
　　　　　　 南国市役所北駐車場　 13：50～14：20
　　　　　　 岡豊ふれあい館　　   9：10～  9：50
　　　　　　 ＳＵＮＳＵＮながおか　 10：05～10：30
　　　　　　 日章福祉交流センター　 10：55～11：25
　　　　　　 稲生ふれあい館　　 13：15～14：00
　　　　　　 南国市役所玄関前　 14：20～15：30
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 地  区    日  　 　  実施場所　　　　実施時間
　　　　　　 十市農協加工事業所前　   9：15～  9：35
　　　　　　 阿戸公民館　　　　   9：45～10：05
　　　　　　 緑ヶ丘２丁目集会所　 10：15～10：45
　　　　　　 十市支所　　　　　 10：55～11：10
　　　　　　 小久保公民館　　　 13：20～13：40
　　　　　　 稲生ふれあい館　　 13：50～14：05
　　　　　　 井川・千屋崎公民館 　14：15～14：25
　　　　　　 久枝公民館　　　　   9：15～  9：30
　　　　　　 南部福祉館　　　　   9：40～  9：55
　　　　　　 市農協前浜支所　　 10：05～10：20
　　　　　　 物部公民館　　　　 10：35～11：00
　　　　　　 田村西部公民館　　 13：20～13：40
　　　　　　 日章福祉交流センター　 13：55～14：15
　　　　　　 浜改田東場公民館　   9：10～  9：25
　　　　　　 浜改田中田公民館　   9：35～  9：50
　　　　　　 旧三和支所跡　　　 10：05～10：20
　　　　　　 間田公民館　　　　 10：35～10：45
　　　　　　 三和公民館　　　　 10：55～11：15
　　　　　　 片山公民館　　　　 13：20～13：35
　　　　　　 竹中公民館　　　　 13：45～14：15
　　　　　　 住吉野公民館　　　 14：25～14：40
　　　　　　 明見公民館　　　　   9：10～  9：20
　　　　　　 篠原中央公民館　　   9：35～  9：55
　　　　　　 市民体育館　　　　 10：10～10：25
　　　　　　 能間公民館　　　　 10：45～11：05
　　　　　　 下野田公民館　　　 11：20～11：35
　　　　　　 上野田公民館　　　 13：25～13：35
　　　　　　 西野田公民館　　　 13：50～14：05
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　ご希望の場所で、登録・注射を受けてください。

＊暴れて注射をさせない犬は、犬を抑えられる人が
　連れて来てください。

飼い犬は、生涯で一度の登録と、毎年１回の狂
犬病予防注射が必要です。
４月～５月の間に市内各地を巡回し、登録（新
たに飼い始めた犬、未登録の犬）と、狂犬病予
防注射を行います。
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★迷惑をかけないよう責任を持って飼いましょう
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そ
れ
ぞ
れ
生
ま
れ
た
国
、
地
域
、
性
、

年
齢
…
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
違
う
人
た

ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
お
互
い

に
認
め
あ
っ
て
生
き
て
い
く
、
自
分

や
相
手
に
対
す
る
尊
敬
の
証
で
も
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

　
人
権
の
世
紀
で
あ
る
今
、
私
た
ち

に
期
待
さ
れ
て
い
る
生
き
方
と
し
て
、

自
分
た
ち
と
違
う
文
化
・
言
語
・
生

活
・
歴
史
な
ど
に
出
会
っ
た
と
き
、

ま
ず
、
そ
れ
を
受
容
し
認
め
る
と
い

う
生
き
方
が
大
切
な
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
連
帯
で
き
る

人
や
共
生
で
き
る
人
が
生
ま
れ
、
異

文
化
に
学
ぶ
姿
勢
も
培
わ
れ
る
だ
ろ

う
。

　
過
去
に
お
い
て
、
私
は
幼
い
頃
か

ら
何
事
に
つ
い
て
も
「
高
い
、
低
い
」

「
太
い
、
細
い
」
「
早
い
、
遅
い
」

「
優
れ
て
い
る
、
劣
っ
て
い
る
」
な

ど
と
い
う
優
劣
の
「
も
の
さ
し
」
で

も
の
を
み
る
と
い
う
教
育
の
一
面
を

体
得
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
反
省

し
、
今
、
世
界
は
新
し
い
『
共
存
の

あ
り
か
た
』
を
求
め
て
い
る
こ
と
に

着
目
し
て
生
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

　
近
年
、
国
際
交
流
員
（
Ｃ
Ｉ
Ｒ
）

や
外
国
語
指
導
助
手
（
Ａ
Ｌ
Ｔ
）
の

外
国
の
人
た
ち
と
出
会
う
機
会
が
た

び
た
び
あ
っ
た
。
そ
の
た
び
に
、
こ

の
人
た
ち
の
屈
託
の
な
い
あ
の
明
る

さ
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
で
て
く

る
も
の
だ
ろ
う
か
と
、
い
つ
も
不
思

議
に
思
っ
た
。
初
対
面
の
私
に
「
お

は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
「
こ
ん
に
ち

は
」
と
、
向
こ
う
か
ら
先
に
「
あ
い

さ
つ
」
を
し
て
く
れ
る
。
そ
ん
な
時
、

何
と
も
い
え
な
い
快
感
を
覚
え
、
ひ

と
り
で
に
心
が
開
か
れ
、
遅
れ
な
が

ら
「
あ
い
さ
つ
」
を
返
し
た
こ
と
だ

っ
た
。

　
ち
ょ
う
ど
山
登
り
を
し
た
時
、
先

に
入
山
し
て
い
る
人
か
ら
、
す
れ
違

い
ざ
ま
に
「
こ
ん
に
ち
は
」
と
声
を

か
け
ら
れ
る
。
す
る
と
自
然
に
今
ま

で
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
下
界
の
重
い
心

が
開
か
れ
、
や
が
て
自
分
の
方
か
ら

先
に
出
会
っ
た
人
に
「
こ
ん
に
ち
は
」

と
声
を
か
け
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

あ
の
体
験
と
ま
っ
た
く
似
て
い
る
。

　
私
は
、
日
常
生
活
の
中
で
「
あ
い

さ
つ
」
は
共
存
の
証
と
思
っ
て
い
る
。

教
職
在
任
中
に
は
、
地
域
と
連
帯
し

て
「
あ
い
さ
つ
運
動
」
を
推
進
し
て

き
た
。
「
あ
い
さ
つ
」
は
、
ま
た
、

　施設に入所、または在宅サービスを利
用されている方が負担しているなかで、
医療費控除に該当するサービス料があり
ますので、領収書を添えて申告してくだ
さい。認められる医療費から一定の金額
を差し引いた分が控除対象となります。

　要介護認定を受けられた65歳以上の方
で、要介護度１～５の方は、障害者手帳
交付の有無にかかわらず、障害者控除の
対象となる場合があります。
　確定申告の場合は、保健課が発行する
認定書が必要となり、市民税の場合は、
申告の際に、税務課に介護保険被保険者
証を提示してください。

　介護保険を利用されている方は、確定申告
（所得税）・市県民税などの申告をする際に、
次のような控除を受けられる場合があります。【 【

※お問い合わせは、保健課高齢者介護保険係（�８８０ー６５５６）
　　　　　　　　　　　　　税務課市民税係（�８８０ー６５５４）まで

※
お
問
い
合
わ
せ
は
、

　
人
権
広
報
委
員
会

（
�
８
８
０

８
８
０
・
６
５
６
９
）ま
で


